
加
賀
・
能
宥
共
に
越
前
の
一
都
分
で
あ
り
、
そ
の
後

一
知
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
信
友
の
所
論
に
よ
一
名
穏
に
一
宇
な
る
も
三
字
な
る
も
あ
る
が
、
古
法
は

イ
一
年
に
し
て
能
殺
の
怒
附
を
見
た
が
、
二
十
年
に

一
れ
ば
、

後
風
土
記
は
、
桓
武
天
円
相記
延
府
十
五
年
入

一
好
手
を
取
っ
て
こ
手
と
す
る
制
で
あ
っ
た
か
ら
、
此

L
て
越
中
に
併
合
せ
ら
れ
、
十
六
年
に
し
て
一
件
び
濁

一
且
己
卯
の
傑
に
、
『
是
日
勅
。
諾
凶
地
附
邸
越
政
略
。
一
〈
の
如
き
も
の
ミ
存
す
る
は
ず
が
な
い
。
和
名
抄
に

立
し
た
。
放
に
終
始
改
綬
を
見
ぬ
出
訟
に
あ
っ
て
す

一
加
以
s

年
序
巴
久
↓
口
字
山
嗣
迎
。
宜
=
箆
令
u

作
v

之。

一
一
字
文
は
=
一
手
の
も
の
あ
る
は
、
院
宗
・
街
{
ぎ
の
あ

ら
、
勅
旨
降
下
後
二
十
年
を
純
た
天
平
抗
年
に
御
法

一
中文
部
閥
郷

ω。
駒山内

4丸
。
名
山
大
川
。
形
惚
関
狭
。

一
る
割
合
の
み
で
あ
る
。
第
四
、
都
中
金
〈
航
れ
を
躍

を
巾
へ
た
こ
と
か
ら
新
排
附
す
れ
ば
、
か
く
飢
繁
な
る

一
共
録
無

v
M務。』
と
あ
る
に
よ
っ
て
畑
山
越
せ
ら
れ
た

一

o、
絶
無
の
地
名
を
犯
し
た
る
の
み
な
ら
ず
、
制
統

帥
眠
不
の
川
に
能
昌
明
が
之
を
畑
山
地
L
得
た
か
否
か
は
縦

一
も
の
で
、
そ
の
編
綴
は
延
併
に
初
白
弘
仁
の
頃
に
終
一
か
ら
舵
・幽
闘
を
出
す
が
如
き
服
妄
が
あ
る
o
第
部
、
寺

は
し
い
。
加
訟
の
訟
凶
に
京
つ
て
は
、
利
銅
か
ら
百

一
へ
た
る
な
る
べ
〈
、
之
を
諸
凶
に
下
し
て
小
限
と
い

一
枇
創
廷
の
年
且
、祭
犯
の
称
名
、瓢
般
の
撒
問
を
把
す

援
の
後
に
あ
る
か
ら
、
若
し
そ
の
担
却
が
あ
っ
た

一
ふ
苫
に
牧
め
た
の
だ
ら
う
。
そ
は
加
賀
川
附
風
土
記
石

一
る
が
、
警
官
山
川
の
里
山
悦
方
位
を
務
ぐ
る
こ
と
な
き

な
ら
、
越
前
風
土
記
の
巾
に
含
ま
れ
て
ゐ
た
か
も
知

一
川
仰
の
蹴
に
、『山
品
川
出
二
年
二
且
下
旬
左
中
将
際
原
元

一
は
、
そ
の
限
況
が
直
に
探
訪
す
る
か
ら
で
あ
石
。
而

れ
ぬ
。
耐
も
越
前
風
土
記
の
存
し
な
い
今
日
に
在
つ

一
除
。
右
之
風
土
担
者
。
加
れ
凶
之
小
限
也
。
尤

mz
一
し
て
こ
の
惣
凶
風
土
記
は
、
元
亨
二
年
の
阿
憾
と
抑
制

て
は
、
永
久
に
こ
の
同
組
を
似
決
す
る
こ
と
が
閃
雄

一
官
人
-
ぉ
=
共
用
↓以
=
官
木
-
令
一
一
校
合
一
川
。
』
と
あ
る
一
す
る
も
の
と
共
に
、
書
控
の
こ
れ
を
他
に
依
頼
著
作

で
あ
る
。

一
に
よ
っ
て
知
る
べ
〈
、
所
前
小
限
は
、
古

へ
諸
闘
に

一
せ
し
め
た
の
は
東
山
天
皇
の
代
だ
と
傍
附
す
る
と
い

C

C惣
凶
風
土
記
の
仰
向
畑
山
1
然
る
に
こ
L

に
惣
凶
風

一
あ
っ
た
公
文
出
中
の
大
恨
の
矧
で
あ
ら
う
と
い
う
て

一
ふ
こ
と
を
品
目
表
し
て
限
る
。
こ
の
信
名
の
訟
見
に
封

土
記
一
に
残
閉
山
風
土
記
と
言
は
れ
る
も
の
が
あ
る
。

一
ゐ
る
。
之
に
射
し
て
駁
間
市
を
加
へ
た
の
は
、
中
山
信
一
す
る
伴
信
友
の
風
土
記
考
は
出
古
渡
官
民
の
中
に
収
め

惣
凶
風
土
記
は
山
城
・大
和
・町削除
・
河
内
・
和
泉
・
近

一
名
の
前
後
風
土
杷
様
諭
の
愉
で
あ
る
。
信
名
は
、

一
ら
れ
て
ゐ
る
。
文
巾
信
友
が
前
後
風
土
促
椛
愉
に
辿

江
・伊
到
・伊
勢
・撲
協
・賂
邸
・=一
川
・
越
江
駿
河
・
叩

一
延
何
十
五
年
の
勅
に
地
附
郁
泌
政
略
と
い
」
は
、
地

一
べ
た
考
簡
の
全
〈
税
訟
で
あ
っ
た
ζ

と
を
怖
い
、
日

斐
・信
鍛
・相
談
・武
'M
-安閉山
・上
総
・下
総

-m臨
・陸

一
一
附
上
の
註
砲
の
政
泌
を
指
す
と
し
、
石
川
市
風
土
抱
一
つ
彼
が
そ
の
稲
本
を
平
間
飛
胤
に
示
し
た
る
に
、
明山

奥
・加
幻
・
但山内
・凶
腕

-m
JL・帰
m
-決
作
・印
刷
・仰

一
の
虫
仰
が
、
仙
相同
凶
風
土
杷
の
虫
院
と
問
一
の
岡
山
に

一
胤
が
剛
山
に
之
を
そ
の
若
古
史
徴
の
開
制
杷
に
縦
せ
て

巾
・仰
後
・筑
前
・以
後
・肥
前
・肥
後
・日
向
の
=
一
十
穴

一
あ
る
を
以
て
俗
作
の
認
で
あ
る
と
考
へ
た

o
X
小
限

一
川
出
版
し
た
の
で
あ
る
と
い
う
て
ゐ
る
。
附
し
て
信
友

闘
に
亙
。
、
そ
の
加
賀
風
土
肥
は
石
川

・
加
到
二
都

一
と
い
ふ
も
の
あ
る
こ
と
な
〈
、
奥
部
に

『
加
賀
同
小

一
は
一
史
に
、
今
弁
似
閑
が
そ
の
若
国
披
総
に
こ
の
風
土

の
み
を
有
す
る
o
川
L
て
月
一
者
践
は
之
を
古
風
土
由民

一
般
也
、
尤刊帥
a
官
人

-mzI(用
↓』

と
し
た
る
は
、
そ

一
犯
を
集
め
て
、
『
今
幅
削
-
-
也
杷
-
風
土
記
磁

m
e寸四
帖。

の
一
部
分
な
る
如
く
枝
隊

L
、
或
は
平
安
朝
初
期
の

一
の
時
代
に
趨
似
し
な
い
。
第
磁
の
頃
は
足
利
氏
が
政

一
前
民
部
省
制
緩
袋
節
ご
帖
者
。
荷
辻
柳
陰
之
恩
恵
腕
a

畑
山
と
考
へ

、
以
て
考
認
の
資
料
に
供
L
、
後
川
を
談

一
…
砲
を
掌
僻
し
た
か
ら
、
公
家
は
硲
も
武
務
に
開
奥
し

一
続柑尚
一也。

偲
悶
従
=
林
氏
之
笹
穆
-出
。
近
肺
引
--用

ら
し
め
た
こ
と
が
地
も
多
い
。
例
へ
ば
浅
野
川
の
古

一
た
こ
と
な
く
、
か
〈
内向
日
叫
の
車
を
記
し
た
お
が
、
官

一
此
笹
-
者
。
雌
ν
未
z
見
及
サ
而
奥
z
古
都
日
合
=
符
節
。

名
を
得
出
川
と
し
、
同
川
の
古
名
を
中
村
河
で
あ
る

一
人
の
銘
に
用
を
お
す
こ
と
が
な
い
と
附
搬
L
、
一見
に

一
則
非
=
俗
書
"必
突
。
維
家
文
苑
腕
=
秘
笹
山突。

記
=

と
す
る
も
の
、
皆
惣
凶
風
土
記
に
掛
る
訟
で
あ
る
。

一
進
ん
で
そ
の
侭
細
川
た
る
所
以
を
述
べ
た
。
第
一

、
本

一
容
数
-
亦
可
=
珍
麗
-
詩
。
』
と
い
う
た
を
錐
じ
、
そ
の

(三
u
m
d
H
の
考
税

l
惣
附
風
土
杷
に
就
い
て
初
め
て

一
部
に
庄
名
と
郷
名
と
を
存
関
に
倍
し
た
る
は
後
間
の

一
宙
開
町
と
符
簡
を
合
す
る
路
が
あ
る
と
い
ふ
者
は
、
彼

考
抑
制
を
試
み
た
も
の
は
仲
信
友
で
あ
っ
た
。
信
友
は

一
態
で
あ
る
o
庄
は
廷
判
西
天
国
間
の
頃
か
ら
漸
〈
起
つ

一
が
こ
の
笹
を
見
る
こ
と
の
詳
密
な
ら
ざ
る
に
凶
る
と

文
化
十
二
年
制
後
胤
土
足
椴
揃
を
唱
し
、
品
川阻
・尚

一
た
が
、
も
と
私
簡
で
あ
る
か
ら
榔
郷
と
同
一
に
肥
す

一
述
べ
、
日
つ
惣
附
風
土
肥
の
容
尾
に
、
右
之
風
土
把

2
・問
後
・肥
前
の
も
の
を
前
風
土
肥
と
い
ひ
、
惣
凶

一
べ
き
で
は
な
い
o
第一一
、
肢
の
下
に
公
殺
何
娘
、
仰向

一
者
加
質
問
之
小
限
也
と
あ
る
は
、
も
と
水
根
也
と
あ

風
土
記
を
後
風
土
記
と
名
づ
け
た
O

前
風
土
記
を

一
川
端
何
烈
、

JH
物
何
々
と
犯
し
て
ゐ
る
が
、
庄

そ寺町とに
のが。な在 ソ
寺あ寺るつ 攻
地つ i記 。て ジ
を たに 山、ジ
僚がよ鋭的
山 ζよれは制総
に会ば諸宗持
部~ 、 ~'lの 寺
つ 12 も 山 本
て :Eと o ~l r r-.. 
{山主此慌で 〉
に三 の 山 あ惣
i且E在地舟iつ設
い 誌にま出た|
た~ l~ のが以
に F52吉 例今 京
初 ι 宗訟は 1出

l且る ~ lt~ 寸ー 知J ['可
Iとソ、附 る悦 日I 

ゾ
ウ
ザ
テ
ベ
ン
謹一
作拙時

五
加
。
巾
州
統
兵
法

家
の
築
城
の
技
術
部

M

を
論
排
し
た
も
の
。

自
序
に
安

永
三
年
隊
問
軒
木
保
以
守
と
あ
る
。

ゾ
ウ
ザ
ン
ジ
ヨ
ウ
ン
象
山
徐
芸

官
制
宗
の
併
。

越
前
の
入
。
初
め
同
同
自
問
寺
の
大
遜
主
体
叫
に
従
う

て
そ
の
附
を
綴
ぎ
、
後
部
持
寺
に
山
川
し
、
永
開

・

花
泉
ニ
寺
に
泊
り
、
文
品
開
元
年
副
京
市
愉
応
に
恕
江

寺
を
瓢
め
、
三
年
大
遜
の
後
を
党
け
て
金
制
仰
の
従
凶

寺
に
伎
し
た
。
臨
長
五
年
前
山
利
家
の
刷
を
野
川
山

犯
に
白
い
て
野
山
由
叫
悶
寺
と
抑
制
し
た
時
以
山
そ
の
第

一
代
に
民

U
、
後
に
桃
芸
寺
と
敗
め
た
。

十
五
年
利

家
夫
人
は
総
待
寺
三
門
を
廷
で
、
山部
山
を
し
て
訟
法

せ
し
め
、
傍
に
芳
春
院
を
締
へ
て
之
を
置
い
た
が
、

島
山
は
大
遜
を
そ
の
開
組
と
し
、
自
ら
二
代
に
日
し

た
。
後
桃
芸
品
す
に
退
き
、
元
利
五
年
五
且

H
四
日
寂

し
た
。

に
あ
っ
た
小
帳
と
い
ふ
も
の
な
る
を
、
後
人
の
風
土

記
で
あ
る
と
信
じ
た
の
で
あ
ら
う
と
い
う
た
を
雌

じ
、
官
の
諸
般
に
大
幌
は
あ
る
が
小
限
は
な
い
。
君

臨
{
も
亦
深
〈
究
め
な
い
の
で
あ
る
と
説
い
て
日
る
。

惣
凶
風
土
犯
の
無
似
他
は
是
に
主
っ
て
即
制
定
し
た
わ

け
で
あ
る
。

ゾ
ウ
ザ

軸推定

鳳
芸
制
七
浦
陀
に
闘
す
る
。
明

治
中
に
京
り
、
閉一…杉
・新
保
・上
・
池
川
・
小
町
と
合
併

し
て
上
山
と
改
稿
し
た
。

ソ
ウ
ザ

キ

宗

崎

臥
京
州
州
自
民
の
入
江
西
方
に

あ
る
脚
。

ソ
ウ

四
七
八


